
 

令和６年１１月８日（金） 

於：東京消防庁本部庁舎８階 

（対面/ W e b 併用方式） 

 

令和６年度東京都住宅防火対策推進会議（第１回）次第 

 

１ 開  会 

２ 防災部長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 運営要綱について 

５ 議 事 

  住宅への消火器等の設置の効果的な普及啓発方策について 

  近年の住宅火災の状況等及び消火器等を取り巻く状況について 

  効果的な普及啓発方策について 

  今後のスケジュールについて 

６ その他 

７ 閉 会 

 

 

【 配 布 物 】  

・ 令和６年度東京都住宅防火対策推進会議委員名簿 

・ 席次表 

・ 令和６年度東京都住宅防火対策推進会議運営要綱 

・ 推進会議資料 

・ 参考資料 <令和５年住宅火災・放火火災の実態>概要版 



 

 
令和６年度東京都住宅防火対策推進会議委員名簿 

（順不同） 

 氏名 職名等 

委員 

水野 雅之 東京理科大学創域理工学研究科 教授 

宇於崎 裕美 有限会社エンカツ社 代表取締役社長 

柿野 成美 
法政大学大学院政策創造研究科 准教授 

公益財団法人消費者教育支援センター理事 首席主任研究員 

奥田 悦子 公益財団法人市民防災研究所 特別研究員 

森 純一 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 地域福祉部長 

舟山 仁一 一般社団法人日本消火器工業会 常務理事 

堀川 正弘 東京都消防設備協同組合 理事長 

鈴木 千代子 日本堤防火女性部 女性部長 

吉成 武男 東京都町会連合会 会長 

福田 響 板橋消防団 消防団員 

平泉 史子 東京都政策企画局戦略広報部 戦略広報担当課長 

渡邉 和成 東京都総務局総合防災部 防災計画課長 

沼倉 護 東京都生活文化スポーツ局都民生活部 地域活動推進課長 

庁内 

出席者 

◎古賀 崇司 東京消防庁 防災部長 

佐藤 貴茂 東京消防庁 参事兼防災安全課長事務取扱 

事務局 東京消防庁防災部防災安全課 

凡例：◎は主宰者を示す 
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令和６年度東京都住宅防火対策推進会議運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東京消防庁防災安全に関する規程事務処理要綱第２５、２、 に基づき、

令和６年度東京消防庁住宅防火対策推進会議（以下「推進会議」という。）の運営に関す

る事項について定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 住宅への消火器等の設置の効果的な普及啓発方策について 

⑵ その他住宅火災予防対策の推進上必要な事項に関すること 

 

（代行者） 

第３条 主宰者に事故あるときは、東京消防庁防災部防災安全課長がその職務を代行する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は令和７年３月３１日とする。 

 

（会議等の公開） 

第５条 推進会議並びに会議に係る資料及び会議録は、原則として公開とする。ただし、議事

の円滑な進行に支障が発生すると予想される場合は、会議の一部又は全部を非公開とす

ることができる。 

 

（オンライン会議） 

第６条 感染症のまん延防止の観点から開催場所への参集が困難と判断される場合や効率的な

会議運営など、主宰者が必要と認める場合は、オンライン（映像と音声の送受信により

相手の状態を相互に認識できながら通話することができる方法）を活用した会議を開催

し、安定的な会議運営を図ることとする。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項については、主宰者

が定める。 

 

附則 

この要綱は、令和６年１１月８日から施行する。 
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第2章 放火火災の実態

放火火災の件数は減少傾向であり、平成28年から
1,000件を下回っている。

図 過去10年間の放火火災件数等の推移

令和元年から令和5年までの過去5年間における時
間帯別にみると、14時台から3時台までの時間帯に
多く発生し、建物外からの出火が約6割～7割を占
めている。

図 時間帯別放火火災発生状況（令和元年から令和5年まで）

第１章 住宅火災の実態

過去10年間で増減はあるものの、住宅火災件数は平成28年以降、
1,500件台から1,600件台で推移している。

図 過去10年間の住宅火災件数等の推移

住宅火災の件数 住宅火災の死者数 住宅火災による死者の世帯構成

図 過去5年間の住宅火災の死者と高齢者の割合 図 過去5年間の住宅火災の世帯別死者数

※住宅火災による死者・負傷者は自損によるもの及び消防職員・消防団員を除く
※住警器等とは、住警器及び自火報等を含むもの
※住警器等設置状況別の死者発生件数は死者及び負傷者の両方が発生した件数を含む

令和５年中は「高齢者一人暮らし」世帯で最も多く死者が発生
している。

住宅火災の出火原因

住宅火災の出火原因は、「こんろ」
によるものが最も多い。

死者が発生した住宅火災の出火原因

図 住宅火災の出火原因

高齢者の住宅火災の件数と死者数

死者が発生した住宅火災の出火原因は、
「たばこ」によるものが最も多い。

図 死者が発生した住宅火災の出火原因 図 住宅火災件数とその死者数の行為者年齢構成比較

住宅火災の高齢者の割合は約3割であるのに対し、
その死者の高齢者の割合は約７割と高い。

N=1,669 N=67

人口１０万人あたりの住宅火災による死者数

高齢者の人口あたりの住宅火災による死者数は、
非高齢者と比べ５倍以上多い。

住警器等設置状況別に、火災100件あたりの死者発生件数、火災1件あたり
の焼損床面積及び損害額を比較すると、住警器等の「設置あり」の方が被害
が少ない。

住警器等設置状況別の比較

図 火災1００件あたりの死者発生件数

図 人口１０万人あたりの住宅火災による死者数

図 1件あたりの焼損床面積 図 1件あたりの損害額

放火火災の発生件数 放火火災の発生時間帯

令和５年中、前年に比べ死者は４人減少している。過去５
年間の高齢者の死者は7割前後と高い割合で推移している。


